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ID: 161
担当部署: 市民部 市民課 医療年金係

処分の概要 特別療養給付の支給

法 令 名

根 拠 条 項
国民健康保険法 第55条第1項

法 令 番 号 昭和33年法律第192号

【基準】

法第55条の規定による。

(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

第55条 被保険者が第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、そ

の資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係

る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係

る療養又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居

宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに

限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サー

ビスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するも

のに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1

項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密

着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サー

ビスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するも

のに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指

定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る

施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限

る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介

護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に

係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこ

れに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていた

ときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該市町村又は

組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養

費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができ

る。

2 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外

併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各

号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

(1) 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費

の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送

費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けるこ

とができるに至つたとき。

(2) その者が、第6条第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第11号のいずれかに該当するに

至つたとき。

(3) その者が、当該疾病又は負傷につき、他の市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療

養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、

特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
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(4) 被保険者の資格を喪失した日から起算して6箇月を経過したとき。

3 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険

外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該

疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若し

くは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

4 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険

外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷に

つき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合に

は、行わない。

標準処理期間 90日

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和５年５月 24 日


